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高齢者の障害者控除のお知らせ
介護保険課介護認定係　☎22－7475

　65歳以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳のいずれかをお持ちでなくても、要介護認定
（要支援認定を除く）を受けている方などのうち、障がい者
に準ずる者として市の認定を受けた方は、所得税や市県民税
の障害者控除を受けることができます。　
※各地区保健福祉センターで認定の申請ができます。

申告に必要なもの 対象
▶マイナンバーカード（お持ちでな
　い方は、通知カードまたはマイナ
　ンバーが記載された住民票の写し
　と、運転免許証などの本人確認書
　類）
▶給与所得者や年金受給者は源泉徴
　収票など
▶自営業や農家の方は収入金額や必
　要経費を記入した帳簿など
▶国民健康保険税・介護保険料等の
　領収書、各種控除証明書、医療費
　控除の明細書など
※事業所得に係る収支、年間の医療費
　などは、あらか
　じめ整理・計算
　してお持ちくだ
　さい。

▶給与支払報告書が勤務先から市に提出されてい
　ない方
▶給与以外に所得があった方
▶２カ所以上から給与の支払いを受けた方
▶営業・農業・不動産などの所得がある方
▶雑損・医療費・生命保険料・地震保険料などの
　控除を受ける方
▶令和４年中に所得がなかった方
▶非課税所得（障害・遺族年金、雇用保険、児童
　扶養手当など）があった方
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公
　的年金等以外の所得が20万円以下の方で、所得税
　の確定申告をする必要がない方でも、控除を受け
　たい場合は、市県民税の申告が必要です。
※確定申告をする方は、市県民税の申告は不要です。
※申告の内容によって、税務署が開設する確定申告
　書作成会場に案内する場合があります。

可能な限り郵
送での申告を
お願いします。


